
国・沖縄県における
発達障害児（者）支援施策について

沖縄県子ども生活福祉部 障害福祉課
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＜資料1＞



１ 発達障害児（者）の支援体制〈法律、役割等〉

○内容
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２ 沖縄県発達障害者支援体制整備計画について

３ 発達障害児（者）支援に関する取組について

１ 発達障害児（者）の支援体制
〈法律、定義、役割等〉
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5

発達障害児(者)・その家族

・発達障害者の実態把握
・発達障害の原因の究明、
診断、治療、支援方法
等に関する調査研究 等

・発達障害者支援センター
の設置

・市町村への技術的指導
・県内の発達障害児（者）

支援体制整備
・就労の支援
・医療機関の確保 等

・早期発見のための事
業（乳幼児健診等の
母子保健事業）

・保育への配慮
・地域生活支援
・相談支援の窓口 等

国 県 市町村

○発達障害者支援法における国、都道府県、市町村の役割

発達障害者支援法に基づき、それぞれの役割にて支援を行う
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保健

保健師による支援

保育 福祉

障害児相談支援
（計画相談員）

○支援のイメージ（乳幼児期）
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児童発達支援センター
児童発達支援事業所
保育所等訪問事業

乳幼児健診事後教室
親子通園事業

子育て支援センター
保育所

認定こども園

医療

障害児保育

発達障害者と家族

市町村子育て
関係窓口

保健師
（市町村）

市町村障害福祉
窓口

地域のかかりつけ医等

２ 沖縄県発達障害者支援体制整備
計画について

8

宮古諸島

Ｃ

八重山諸島

大東諸島

沖縄諸島

尖閣諸島



発達障害者支援計画に関する経緯について
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沖縄県発達障害
児(者)支援体制

整備計画

沖縄県発達障害
児(者)支援体制
整備計画に関す
る人材育成計画

新・沖縄県発達障害
児（者）支援体制整

備計画

第３期沖縄県発達障害
者支援体制整備計画

平成２６年～平成３０年
旧計画

平成３１年～平成３５年
現行計画

平成２１年～平成２５年
旧計画

●県内の発達障害支援体制整備を構築する為に、平成２１年から策定している。

計画の推移

医療、福祉、教育、就労等の各分野の関係機関が相互に連携し、一人一人の発達
障害者に「切れ目のない」支援の実施に取り組みます。

第３期沖縄県発達障害者支援体制整備計画
（以下「整備計画」という 。）の基本方針
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○ライフステージを通した切れ目のない支援

教育、就労の支援、司法手続きにおける配慮、発達障害者の家族等へのきめ細か
な支援を推進します。

○家族なども含めた、きめ細かな支援

地域の関係者が課題を共有して連携し、地域における支援体制を構築することを目
指します。

○地域の身近な場所で受けられる支援

○ 発達障害者支援法の趣旨等を踏まえ、以下の３つを基本方針と位置づけ。



特別支援教育総合推進事業
運営協議会

子ども生活福祉部

商工労働部

病院事業局

保健医療部

総務部教育委員会

第３期沖縄県発達障害者支援体制整備計画の推進体制

支援体制
整備委員会

・身近な地域で適切な支援が受けられるよう、支援体制の整備を促進

沖縄県自立
支援協議会
療育・教育部会

各圏域
自立支援
連絡会議

発達障害者
支援センター

計画の作成・評価・提言

事業執行・進捗管理

就労

医療

保健

福祉

教育 私学

早期発見、相談窓口の整備、検診後フォローなど具体的な支援の実施

支援
事業者

市町村
自立支援
協議会

市町
村

発達障害児（者）
支援機関連絡会議
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支援センター
連絡協議会

中核支援機関の取
組を評価・提言

地域支援
マネージャー

中核支援機関

教育

保健

福祉

就労

児童
発達

相談

相談
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３ 発達障害児（者）支援に関する
取組について
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○県（障害福祉課）の発達障害児（者）支援について
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中核的支援機関

市町村支援

困難事例対応支援

診断・診療待ち
解消へ

隙間の支援

①発達障害者支援センター運営事業

②市町村発達障害者支援体制サポート事業

③発達障害地域支援マネジメント強化事業

⑤かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業

④障害児等療育支援事業

県(障害福祉課)では、「整備計画」を推進するため、以下の５つの事業に取り
組んでいます。



①発達障害者支援センター
（６７都道府県、政令市で設置）

発達障害児者 ・家族

関係機関
児童相談所、知的障害者更生相談所、福祉事務所、
保健所、精神保健福祉センター、医療機関
障害児（者）地域療育等支援事業実施施設、
児童発達支援センター、障害児入所施設、
教育委員会、学校、幼稚園、保育所、
公共職業安定所、地域障害者職業センター、
障害者就業・生活支援センター等

連携
調整のための会議やコンサルテーション
障害者総合支援法第８９条協議会への参加

直接的な支援

研修（関係機関、民間団体等への研修）

地域住民、企業普及啓発・研修

都道府県が別途配置する
「発達障害者地域支援マネ
ジャー」と緊密に連携する

①支援センター運営事業、②市町村サポート事業、③地域マネジメント事業

②市町村発達障害者支援体制サポート事業 ③発達障害地域支援マネジメント強化事業
市町村や地域の支援者を中心に、地域支援マネジャーを派遣し、

必要な相談・助言を行うことで、地域の支援体制整備を図る。

（具体的な支援内容）
・市町村の整備状況の把握と取組みの検証
・乳幼児健診後のフォロー事業（事後教室等）への巡回による相談・助言
・支援体制整備のための研修、個別支援ファイル、ペアレントプログラムの
普及 等
【委託先】沖縄肢体不自由児協会 （沖縄県発達障害者支援センター）

通常の支援が難しい困難事例等に対応する事業所等に対し、発達障
害に対する理解を深め、発達障害地域支援マネジャーを配置し、支援を
的確に実施できるよう助言、指導、支援者の育成を図る。
（具体的な支援内容）
・困難事例に対応できる支援者の育成
・圏域で抱える困難事例等に対する支援
・支援ノウハウの調査、普及、事例の整理等
【委託先】特定非営利活動法人わくわくの会 （さぽーとせんたーi）

発達障害児（者）への支援を総
合的に行うことと、支援体制の
整備を目的とした拠点機関

市町村 事業所等

【委託先】沖縄肢体不自由児協会

支援
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○県（障害福祉課）の発達障害児（者）支援について
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中核的支援機関

市町村支援

困難事例対応支援

診断・診療待ち
解消へ

隙間の支援

①発達障害者支援センター運営事業

②市町村発達障害者支援体制サポート事業

③発達障害地域支援マネジメント強化事業

⑤かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業

④障害児等療育支援事業

県(障害福祉課)では、「整備計画」を推進するため、以下の５つの事業に取り
組んでいます。



④障害児等療育支援事業（目的等）

障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の専門性の高い相談支援事業と
なっている。(都道府県必須事業)

１．法的な位置付け

在宅の重症心身障害児(者) 、知的障害児(者) 、身体障害児及び発達障害児の
地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導等が受けられる療育機
能の充実を図り、在宅の障害児等の福祉の向上を図ることを目的としている。

２．事業の目的

①障害児及びその家族が支援対象。
②福祉サービスの支給決定を受けていなくても、利用が可能。
③障害児の通う 保育所や障害児通所支援事業所等の職員への
支援も可能。

３．事業の特徴
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障害児等の通う 保育所・学校や障害児通所支援事業所等の職員に対し、在宅障害児等の療育
に関する技術の研修・指導を行います。

在宅の障害児等及びそのご家族に対して、外来の方法により、各種の療育・相談を行います。

ア 巡回相談
相談・支援を希望する在宅障害児等のご家庭に定期的若しくは随時訪問を行ったり、相談・支

援を必要とする地域を巡回する等の方法で、在宅の障害児等及びそのご家族に対して各種の
相談・支援を行います。

イ 訪問による健康診査
医療機関等における健康診査を受けることが困難な在宅の重度知的障害児（者）の家庭を訪

問し、健康診査を実施するほか、必要に応じて介護等に関する助言等を行い、併せて各種の相談
に応じます。

④障害児等療育支援事業（事業内容）

在宅支援訪問療育等指導事業

在宅支援外来療育等指導事業

施設支援指導事業

18



④障害児等療育支援事業（実施事業所）

１ 実施事業所数

１0カ所の事業所で実施（北部１、中部２、南部３、宮古３、八重山１）

・学校園支援センター
ウィズアシスト

・ふれあいの里
・支援センターf it

・チャイルドサポートみやこ

・支援センターEnj oy
・南部療育医療センター
・さぽーとせんたーI

・名護療育医療センター

・グリーンホーム
・中部療育医療センター
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○県（障害福祉課）の発達障害児（者）支援について

20

中核的支援機関

市町村支援

困難事例対応支援

診断・診療待ち
解消へ

隙間の支援

①発達障害者支援センター運営事業

②市町村発達障害者支援体制サポート事業

③発達障害地域支援マネジメント強化事業

⑤かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業

④障害児等療育支援事業

県(障害福祉課)では、「整備計画」を推進するため、以下の５つの事業に取り
組んでいます。



⑤かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業

国立精神・神経医療研究センター【以下、指導者養成研修を実施】
○発達障害者支援研修：指導者養成研修パートⅠ、パートⅡ、パートⅢ

都道府県・政令市
【沖縄県】

地域の医療機関、診療所

かかりつけ医等の医療従事者

①講師派遣

発達障害者と
家族

専門医等がいる病院

専門医等の医療従事者

②伝達研修
連携

・専門的な診療
・症状が落ち着いた場合
かかりつけ医の紹介

・初診の対応
・重篤な症状の場合
専門機関の紹介

県内のどの地域においても一定水準の発達障害の診療、対応を可能とし、早期発見・早
期支援の推進を図ることを目的に実施。平成２９年度より沖縄県の事業として実施している。

目的
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○県（障害福祉課）の発達障害児（者）支援について
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中核的支援機関

市町村支援

困難事例対応支援

診断・診療待ち
解消へ

隙間の支援

①発達障害者支援センター運営事業

②市町村発達障害者支援体制サポート事業

③発達障害地域支援マネジメント強化事業

⑤かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業

④障害児等療育支援事業

県(障害福祉課)では、「整備計画」を推進するため、以下の５つの事業に取り
組んでいます。



ご清聴ありがとうございました。


